
  
  
株 式 会 社 Wiz （以 下 「当 社」 と い い ま す。） は、 テ レ ビ メ ニュー サ イ ネー ジ シ ス テ ム 規 約 （以 下 「本 規 約」 と い い ま す。） を 定 め、   
契 約 者 （次 条 で 定 義 し ま す。） に 対 し、 「 テ レ ビ メ ニュー サ イ ネー ジ シ ス テ ム 」 （以 下 「本 サー ビ ス」 と い い、 第 ３ 条 で 詳 述 し ま す 。 ） を   
提 供 し ま す。 本 サー ビ ス の 契 約 者 は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 際 し、 本 規 約 の 条 項 を 遵 守 す る も の と し ま す。   
  
第 1 条 （本 規 約 の 適 ⽤ 関 係）   
（ 1 ） 本 規 約 は、 契 約 者 と 当 社 と の 間 の 本 契 約 の ⼀ 切 の 関 係 に 適 ⽤ さ れ 本 契 約 を 構 成 し ま す。   
  （ 2 ） 本 規 約 の 内 容 と 本 規 約 外 に お け る 本 サー ビ ス の ルー ル 等 と が ⽭ 盾 抵 触 す る 場 合、 当 該 ルー ル に 本 規 約 の 適 ⽤ を 除 外 に す る こ と が 特 に 規 定 さ れ て 
         い な い 限 り、 本 規 約 の 規 定 が 優 先 し て 適 ⽤ さ れ る も の と し ま す。   
  （ 3 ） 本 規 約 の 内 容 と 本 規 約 外 に お け る 本 サー ビ ス の ルー ル 等 と が ⽭ 盾 抵 触 し な い 場 合、 そ れ ら の ルー ル 等 は、 名 称 の 如 何 に か か わ ら ず、 本 利 ⽤ 規 約 

の ⼀ 部 を 構 成 し、 本 契 約 の 内 容 と な る も の と し ま す。   
  
第 2 条 （定 義）   
本 規 約 に お い て 使 ⽤ す る 以 下 の ⽤ 語 は、 各々 以 下 に 定 め る 意 味 を 有 す る も の と し ま す。   
（ 1 ） 「利 ⽤ 希 望 者」 と は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 希 望 す る 者 を い い ま す。   
  （ 2 ） 「本 契 約」 と は、 当 社 と 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 希 望 者 と の 間 で 締 結 す る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に つ い て の 契 約 を い い ま す。   
  （ 3 ） 「契 約 者」 と は、 本 サー ビ ス を 当 社 と の 間 で 本 契 約 を 締 結 し た 者 を い い ま す。   
  
第 3 条 （本 サー ビ ス の 内 容）   
本 サー ビ ス は、 契 約 者 の 顧 客 に 対 し、 テ レ ビ を 放 送 し な が ら、 契 約 者 の お 店 の お す す め メ ニュー を PR で き る サ イ ネー ジ シ ス テ ム を 提 供 す る も の で 
す。   
  
第 4 条 （本 サー ビ ス の 変 更）   
1.   当 社 は、 本 サー ビ ス の 内 容 を 変 更 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 前 項 の 場 合、 契 約 者 に 対 し、 速 や か に そ の 変 更 内 容 に つ い て、 WEB サ イ ト、 電 ⼦ メー ル 等 の ⽅ 法 で 告 知 す る も の と し ま す。   
3. 当 社 は、 予 告 な く 本 サー ビ ス を 停 ⽌ ⼜ 中 ⽌ す る こ と が で き る も の と し、 契 約 者 は 予 め こ れ を 承 諾 す る も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 本 サー ビ ス の 変 更 に よ り、 契 約 者 が 損 害 を 被っ た 場 合 に お い て も、 ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
  
第 5 条 （当 社 か ら の 通 知）   
1.   当 社 か ら 契 約 者 へ の 通 知 は、 本 規 約 に 別 段 の 定 め の あ る 場 合 を 除 き、 電 ⼦ メー ル の 送 付 や 当 社 WEB サ イ ト 上 の 掲 ⽰、 そ の 他 当 社 が 適 当 と 合 理 的 に 
認 め る ⽅ 法 に よ り ⾏ わ れ る も の と し ま す。   

2.     前 項 の 通 知 は、 次 の 各 号 の 場 合 に そ れ ぞ れ 効 ⼒ を ⽣ じ る も の と し ま す。   
（ 1 ） 電 ⼦ メー ル の 送 付 に よ る 場 合    

当 社 が 契 約 者 指 定 の 電 ⼦ メー ル ア ド レ ス 宛 て に 電 ⼦ メー ル を 発 信 し、   
契 約 者 指 定 の 電 ⼦ メー ル ア ド レ ス の 属 す る メー ル サー バー に 到 達 し た 時 点   

（ 2 ） WEB サ イ ト 上 へ の 掲 ⽰ に よ る 場 合     
WEB サ イ ト に アッ プ ロー ド し、 ⼀ 般 的 に 閲 覧 可 能 と なっ た 時 点   

3. 契 約 者 は、 適 時 電 ⼦ メー ル の 受 信 お よ び、 当 社 WEB サ イ ト の 閲 覧 を ⾏ う こ と に よ り、 当 社 か ら の 通 知 を 遅 滞 な く 確 認 す る 義 務 を 負 う も の と し ま す。   
  
第 6 条 （代 ⾦ の ⽀ 払）   
契 約 者 は、 当 社 に 対 し、 別 途 定 め る （申 込 書、 電 ⼦ メー ル 等 に て 通 知 す る も の と し ま す。） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ （以 下 「利 ⽤ 料」 と い い ま す。） を 
⽀ 払 う も の と し ま す。   
  
第 7 条 （利 ⽤ 申 込 と 本 契 約 の 成 ⽴）   
1.  利 ⽤ 希 望 者 は、 当 社 に 対 し、 本 規 約 を 遵 守 す る こ と に 同 意 し、 か つ 契 約 者 情 報 を 当 社 の 定 め る ⽅ 法 で 当 社 に 提 供 す る こ と に よ り、 本 サー ビ ス の 利 ⽤  
を 申 請 す る こ と が で き ま す。   

2.  当 社 は、 前 項 に 基 づ き 利 ⽤ を 申 請 し た 者 が、 以 下 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す る 場 合 は、 利 ⽤ を 拒 絶 す る こ と が あ り ま す。 な お、 当 社 は、 契 約 
者 に 対 し、 利 ⽤ を 拒 絶 し た 場 合 の 理 由 を、 説 明 す る 義 務 を 負 わ な い も の と し ま す。   
（ 1 ） 本 規 約 に 違 反 す る お そ れ が あ る と 当 社 が 合 理 的 に 判 断 し た 場 合   
（ 2 ） 当 社 に 提 供 さ れ た 情 報 の 全 部 ま た は ⼀ 部 に つ き 虚 偽、 誤 記 ま た は 記 載 漏 れ が あっ た 場 合   
（ 3 ） 過 去 に 本 サー ビ ス お よ び 当 社 の 関 連 会 社 が 提 供 す る サー ビ ス の 利 ⽤ を 取 り 消 さ れ た 者 で あ る 場 合   
（ 4 ） 反 社 会 的 勢 ⼒ 等 （暴 ⼒ 団、 暴 ⼒ 団 員、 右 翼 団 体、 反 社 会 的 勢 ⼒、 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 を 意 味 し ま す。 以 下 同 じ。） で あ る、 ま た は 資 ⾦ 提 供 

そ の 他 を 通 じ て 反 社 会 的 勢 ⼒ 等 の 維 持、 運 営 も し く は 経 営 に 協 ⼒ も し く は 関 与 す る 等 反 社 会 的 勢 ⼒ 等 と の 何 ら か の 交 流 も し く は 関 与 を ⾏っ て 
い る と 当 社 が 判 断 し た 場 合   

（ 5 ） そ の 他、 当 社 が 利 ⽤ を 適 当 で な い と 合 理 的 に 判 断 し た 場 合   
3.   当 社 は、 前 項 そ の 他 当 社 の 基 準 に 従っ て、 利 ⽤ 希 望 者 の 利 ⽤ の 可 否 を 判 断 し、 当 社 が 利 ⽤ を 認 め る 場 合 に は、 そ の 旨 を 利 ⽤ 希 望 者 に 対 し 通 知 し ま 
す。 か か る 通 知 に よ り、 本 契 約 が、 契 約 者 と 当 社 の 間 に 成 ⽴ す る も の と し ま す。   

  
第 8 条 （届 出 情 報 の 不 備 お よ び 変 更）   
1.  当 社 は、 本 サー ビ ス 提 供 の 前 提 と な る 契 約 者 の 情 報 の 届 出 に 不 備 ま た は 変 更 が あ り、 そ の こ と を 当 社 に 通 知 し な かっ た 場 合、 契 約 者 に 対 し、 適 切 な  
サー ビ ス を 提 供 す る こ と が で き な く な る 場 合 が あ り、 そ の こ と を 契 約 者 は 予 め 承 諾 す る も の と し ま す。   

2.     当 社 は、 契 約 者 に 対 し、 前 項 の 場 合 に お い て 契 約 者 が 不 利 益 を 負っ た と し て も、 ⼀ 切 そ の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
  
第 9 条 （本 契 約 上 の 地 位 等）   
1.  本 規 約 に 基 づ い て 発 ⽣ す る 権 利 義 務 は、 契 約 者 に ⼀ ⾝ 専 属 的 に 帰 属 す る も の と し ま す。 契 約 者 は、  当 社 の 書 ⾯ に よ る 事 前 の 承 諾 な く、 本 規 約 に 基   
づ く 契 約 者 の 法 律 上 の 地 位、 権 利 ま た は  義 務 を、 第 三 者 に 譲 渡、 貸 与、 名 義 変 更、 担 保 権 設 定、 そ の 他 の 処 分 を し、 ま た は 相 続  等 を さ せ る こ と は   
で き な い も の と し ま す。    

2.  当 社 が 本 サー ビ ス に 係 る 事 業 を 第 三 者 に 譲 渡 す る 場 合 （事 業 譲 渡、 会 社 分 割 そ の 他 本 サー ビ ス に 係 る 権 利 お よ び 義 務 が 移 転 す る ⼀ 切 の 場 合 を 含 
む。）、 当 社 は、 当 該 事 業 の 譲 渡 に 伴 い、 契 約 者 の 本 規 約 に 基 づ く 契 約 上 の 地 位、 権 利 お よ び 義 務 な ら び に ア カ ウ ン ト 登 録 に 伴 い 登 録 さ れ た 情 報 そ 
の 他 の 情 報 を、 当 該 事 業 の 譲 受 ⼈ に 譲 渡 す る こ と が で き る も の と し、 契 約 者 は、 か か る 譲 渡 に つ き、 予 め 承 諾 す る も の と し ま す。   
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第 10 条 （利 ⽤ 料 の ⽀ 払）   
1. 契 約 者 は、 当 社 に 対 し、 前 項 で 定 め る 利 ⽤ 料 を 当 ⽉ に 締 め 切 り、 翌 ⽉ 末 ⽇ に 本 契 約 で 定 め た ⽀ 払 ⽅ 法 で ⽀ 払 う も の と し ま す。 な お、 利 ⽤ 料 の ⽀ 払 い 
に か か る ⼿ 数 料 は 契 約 者 の 負 担 と し ま す。   

2.  契 約 者 は、 利 ⽤ 料 の ⽀ 払 い を 遅 滞 し た 場 合、 当 社 に 対 し、 年 14.6 パー セ ン ト の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 ⾦ を ⽀ 払 う も の と し ま す。   
  
第 11 条 （契 約 期 間）   
1. 本 契 約 の 契 約 期 間 は １ 年 間 と し ま す。 た だ し、 本 契 約 の 契 約 期 間 の 終 了 の １ヵ ⽉ 前 ま で に、 契 約 者 か ら 当 社 に 対 し、 本 契 約 を 終 了 す る 旨 を 通 知 し な 
  い 場 合、 さ ら に １ 年 間 ⾃ 動 的 に 延 ⻑ さ れ る も の と し、 以 後 同 様 と し ま す。   
2. 契 約 者 は、 当 社 に 対 し、 解 約 希 望 ⽉ の 20 ⽇ ま で に 本 契 約 を 解 約 す る 旨 の 通 知 （電 話 及 び 電 ⼦ メー ル そ の 他 こ れ と 同 視 し う る ⼿ 段 に よ り ⾏ う も の と し 
ま す。） を ⾏ い、 別 紙 で 定 め る 解 約 ⾦ を ⽀ 払 う こ と で、 解 約 希 望 ⽉ の 末 ⽇ を もっ て 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る も の と し ま す。   

  
第 12 条 （再 委 託）   
当 社 は、 第 三 者 に 対 し、 本 サー ビ ス に 関 す る 業 務 を 委 託 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
  
第 13 条 （登 録 情 報 の 開 ⽰）   
1. 契 約 者 は、 当 社 の 業 務 委 託 先 そ の 他 本 サー ビ ス を 提 供 す る た め 必 要 な 第 三 者 に 対 し、 契 約 者 の 情 報 （個 ⼈ 情 報 及 び 契 約 者 が 当 社 に 提 供 し た 資 料 に 関 
す る 情 報 を 含 み ま す。） を 提 供 す る こ と を あ ら か じ め 承 諾 す る も の と し ま す。   

2. 当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 の 結 果、 当 社 関 連 会 社 に よ る 情 報 提 供 等 が 契 約 者 の 事 業 の 経 費 削 減・ 適 正 化 に 資 す る と 当 社 が 合 理 的 に 認 め た 場 合、 当 社 
の 関 連 会 社 に 契 約 者 の 情 報 を 提 供 し、 有 益 な 情 報・ サー ビ ス の 提 供 の 申 出 を す る こ と が あ る も の と し、 契 約 者 は こ の こ と を 予 め 承 諾 す る も の と し ま 
す。   

  
第 14 条 （本 サー ビ ス の ⼀ 時 的 な 中 断）   
1.  当 社 は、 以 下 の い ず れ か の 事 由 が ⽣ じ た 場 合、 契 約 者 に 対 す る 事 前 の 通 知 を な し に、 ⼀ 時 的 に 本 サー ビ ス を 中 断・ 遅 延 す る こ と が で き る も の と し ま  
す。   
  （ 1 ） 本 サー ビ ス の 提 供 の 前 提 と な る 設 備 の 保 守 を 定 期 的 に ま た は 緊 急 に ⾏ う 場 合   
  （ 2 ） 地 震、 噴 ⽕、 洪 ⽔、 津 波 等 の ⾃ 然 災 害、 社 会 的 に 対 応 を 要 す る 疫 病、 ⽕ 災、 停 電、 戦 争、 争 乱、 暴 動、 労 働 争 議 そ の 他 の 事 情 に よ り 本 サー ビ 

ス の 提 供 が 困 難 な 場 合   
  （ 3 ） 当 社 が 本 サー ビ ス の 提 供 の た め に 利 ⽤ し て い る 設 備 や サー ビ ス 等 が 障 害 ま た は 保 守 も し く は メ ン テ ナ ン ス 等 の た め 利 ⽤ で き な く な る 場 合   
  （ 4 ） 前 各 号 の ほ か、 運 ⽤ 上 お よ び 技 術 上、 当 社 が 本 サー ビ ス の ⼀ 時 的 な 中 断 を 必 要 と 合 理 的 に 判 断 し た 場 合   
2.  当 社 は、 前 項 各 号 の い ず れ か ⼜ は そ れ に 類 す る 事 由 に よ り 本 サー ビ ス の 提 供 に 遅 延 ⼜ は 中 断 等 が ⽣ じ た 場 合 で 当 社 に 故 意 ⼜ は 重 ⼤ な 過 失 が 認 め ら れ  
な い と き は、 ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

3.   契 約 者 は、 第 1 項 各 号 の 事 由 が ⽣ じ た 場 合 に お い て も、 当 社 に 対 し 利 ⽤ 料 を ⽀ 払 う 義 務 を 免 れ な い も の と し ま す。   
  
第 15 条 （禁 ⽌ ⾏ 為）   
契 約 者 は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に あ た り、 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 当 社 が 合 理 的 に 判 断 す る ⾏ 為 を し て は な ら な い も の と し ま す。   
（ 1 ） 本 契 約 に 違 反 す る ⾏ 為   
（ 2 ） 他 ⼈ の 権 利 を 侵 害 す る ⾏ 為   
（ 3 ） 犯 罪 ⾏ 為 に 関 連 す る ⾏ 為   
（ 4 ） 公 序 良 俗 に 反 す る ⾏ 為   
（ 5 ） 法 令 に 違 反 す る ⾏ 為 ⼜ は そ れ に 準 ず る ⾏ 為     
（ 6 ） 本 サー ビ ス に 関 し 利 ⽤ し う る 情 報 を 改 ざ ん す る ⾏ 為     
（ 7 ） 当 社 に よ る 本 サー ビ ス の 運 営 を 妨 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為   
（ 8 ） 本 ⼈ 以 外 の 名 義 の ク レ ジッ ト カー ド を 本 サー ビ ス に 関 し て 使 ⽤ す る こ と そ の 他 不 正 な ⽅ 法 で 決 済 ⼿ 段 を 利 ⽤ す る ⾏ 為     
（ 9 ） 契 約 者 が 当 社 ⼜ は そ の ⼦ 会 社 の 事 業 と 競 合 す る 事 業 を ⾏ う 事 業 者 ⼜ は そ の 役 職 員 で あ る 場 合 に お い て、 本 サー ビ ス を 調 査 す る ⽬ 的 で 本 サー ビ ス 
      を 利 ⽤ す る ⾏ 為     
（ 10 ） 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し て 直 接 ま た は 間 接 的 に 本 サー ビ ス と 競 合 す る よ う な サー ビ ス を 作 成 お よ び 提 供 す る ⾏ 為   
      （⼦ 会 社 を し て ⾏ う 場 合 も 含 み ま す。）   
（ 11 ） 本 サー ビ ス に つ い て 逆 ア セ ン ブ ル、 逆 コ ン パ イ ル、 リ バー ス エ ン ジ ニ ア リ ン グ そ の 他 本 ア プ リ の ソー ス コー ド、 構 造、 ア イ ディ ア 等 を 解 析 す る 
      よ う な ⾏ 為   
（ 12 ） 本 サー ビ ス を 複 製、 改 変、 翻 案 等 し ⼜ は 他 の ソ フ ト ウ エ ア と 結 合 等 す る ⾏ 為   
（ 13 ） 本 サー ビ ス を ⽤ い て 不 法・ 不 適 切 な コ ン テ ン ツ を 放 映 す る ⾏ 為   
（ 14 ） 前 各 号 の ⾏ 為 を 直 接 ⼜ は 間 接 に 惹 起 し、 若 し く は 容 易 に す る ⾏ 為     
（ 15 ） そ の 他、 社 会 的 状 況 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し 当 社 が 不 適 切 と 合 理 的 に 判 断 す る ⾏ 為     
  
第 16 条 （契 約 者 が ⾏ う 契 約 の 解 約）   
契 約 者 は、 本 契 約 を 解 約 す る 場 合、 当 社 所 定 の ⽅ 法 に よ り そ の 旨 を 当 社 に 通 知 す る も の と し ま す。   

  
第 17 条 （当 社 に よ る 本 サー ビ ス の 解 約）   
1.  当 社 は、 契 約 者 が 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合、 本 契 約 の 全 部 ま た は ⼀ 部 を 解 約 で き る も の と し ま す。 な お、 当 社 は 解 約 に 代 え て 利 ⽤ 停 ⽌  
処 分 を お こ な う こ と が で き る も の と し ま す。   
（ 1 ） 本 契 約 に 違 反 し た と き。   
（ 2 ） 利 ⽤ 料 の ⽀ 払 に 遅 延 が ⽣ じ た と き。   
（ 3 ） 第 三 者 か ら 差 押 え、 仮 差 押 え、 仮 処 分、 強 制 執 ⾏ ま た は 滞 納 処 分 も し く は 競 売 の 申 ⽴ を 受 け、 ま た は 受 け る こ と が 明 ⽩ で あ る と き。   
（ 4 ） 破 産、 会 社 更 ⽣ ⼿ 続 開 始、 ま た は ⺠ 事 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 を ⾃ ら 申 ⽴、 ま た は 第 三 者 か ら 申 ⽴ て ら れ た と き。   
（ 5 ） ⽀ 払 停 ⽌ も し く は 振 出・ 引 受・ 裏 書 を し た ⼿ 形、 ⼩ 切 ⼿ が 不 渡 り と なっ た と き。   
（ 6 ） 営 業 を 停 ⽌ し た と き、 ま た は 営 業 許 可 取 消 等 の 処 分 を 受 け た と き。   
（ 7 ） 解 散 決 議 を し た と き。   
（ 8 ） 役 員、 社 員 も し く は 株 主 と の 紛 争 に よ り 正 常 な 営 業 活 動 の 遂 ⾏ に 著 し い ⽀ 障 を き た し た と き。   
（ 9 ） 株 主 構 成 ま た は 経 営 主 体 の 全 部 ま た は ⼀ 部 に 重 ⼤ と 認 め ら れ る 変 更 が あ り、 正 常 な 営 業 活 動 の 遂 ⾏ に 著 し い ⽀ 障 が あ る と 認 め ら れ る と き。   
（ 10 ） 財 務 状 態 が 著 し く 悪 化 し た と き。   
（ 11 ） 当 社 と の 間 の 信 頼 関 係 を 著 し く 毀 損 し た と き。   
（ 12 ） 当 社 の 名 誉、 信 ⽤ を 毀 損 す る ⾏ 為 が な さ れ た と き。   
（ 13 ） そ の 他 本 契 約 の 継 続 を 困 難 と す る 重 ⼤ な 事 由 が 発 ⽣ し た と き。   

2.  契 約 者 は、 当 社 が 前 項 に 基 づ き 本 契 約 を 解 除 し た 場 合、 当 然 に 全 債 務 の 期 限 の 利 益 を 喪 失 し、 た だ ち に 債 務 全 額 を 当 社 に ⽀ 払 わ な け れ ば な ら な い も  
の と し ま す。   

3.   当 社 は、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 約 し た 場 合、 契 約 者 が 既 に 当 社 に 対 し て ⽀ 払っ た 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 等 を 返 還 し な い も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 第 1 項 の 規 定 に よ る 本 契 約 の 解 約 に よ り ⽣ じ た 損 害 に 対 し、 ⼀ 切 そ の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

ー   2   ー   
  



5.   当 社 は、 合 理 的 な 理 由 が 認 め ら れ る 場 合、 契 約 者 に 対 し、 1 か ⽉ 前 ま で に 通 知 す る こ と に よ り 本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
  
第 18 条 （ 会 員 情 報 等 の 取 扱 い ）   
1.  当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 に 際 し て、 契 約 者 か ら 取 得 す る 個 ⼈ 情 報 及 び 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 関 し 契 約 者 か ら 収 集 し た 情 報 （以 下 「会 員 情 報 等」 と い  
い ま す。） に つ い て、 個 ⼈ 情 報 保 護 法 等 の 法 令 及 び 当 社 の プ ラ イ バ シー ポ リ シー に 則 り 取 り 扱 う も の と し ま す。   

2.  当 社 は、 契 約 者 が 当 社 に 提 供 し た 会 員 情 報 等 を、 本 サー ビ ス の 提 供 及 び 運 ⽤、 サー ビ ス 内 容 の 改 良 及 び 向 上、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 状 況 の 把 握 等 の ⽬ 的  
の た め に 利 ⽤ し、 ⼜ は 個 ⼈ を 特 定 で き な い 形 で の 統 計 的 な 情 報 と し て、 企 業 に 対 す る 提 案 ⼜ は コ ン サ ル ティ ン グ、 新 サー ビ ス の 開 発 そ の 他 の ⽬ 的 
の た め に 利 ⽤ す る こ と が で き る も の と し ま す。   

  
第 19 条 （秘 密 保 持）   
契 約 者 は、 本 契 約 の 有 効 期 間 中 の み な ら ず、 本 契 約 終 了 後 に お い て も、 本 契 約 の 履 ⾏ 上 知 り 得 た 当 社 の 秘 密 情 報 （以 下 「秘 密 情 報」 と い い ま す。） に 
つ い て、 こ れ を 厳 重 に 管 理 す る と と も に、 秘 密 を 厳 守 し、 本 契 約 の ⽬ 的 以 外 の た め に、 こ れ を ⾃ ら 使 ⽤、 加 ⼯、 複 製 し、 ま た は 第 三 者 へ 開 ⽰、 漏 洩 
し、 も し く は 使 ⽤ さ せ て は な ら な い も の と し ま す。   
  
第 20 条 （反 社 会 的 勢 ⼒ の 排 除）   
1.  契 約 者 は、 当 社 に 対 し、 本 契 約 締 結 以 前 お よ び 本 契 約 期 間 中 に お い て ⾃ ⼰ お よ び ⾃ ⼰ が 実 質 的 に 経 営 を ⽀ 配 し て い る 会 社 が 次 の 各 号 に 該 当 し、 か つ  
各 号 を 遵 守 す る こ と を 表 明 し、 保 証 し、 誓 約 す る も の と し ま す。   
（ 1 ） 反 社 会 的 勢 ⼒ （｢ 暴 ⼒ 団 員 に よ る 不 当 な ⾏ 為 の 防 ⽌ 等 に 関 す る 法 律 ｣ に 定 義 す る 暴 ⼒ 団 お よ び そ の 関 係 団 体 ま た は そ の 構 成 員。 総 会 屋、 社 会 運 

動 標 榜 ゴ ロ、 政 治 活 動 標 榜 ゴ ロ な ど 暴 ⼒、 威 ⼒、 脅 迫 的 ⾔ 辞 や 詐 欺 的 ⼿ 法 を ⽤ い て 不 当 な 要 求 を ⾏ い、 経 済 的 利 益 を 追 求 す る 団 体 も し く は そ 
の 構 成 員 ま た は 個 ⼈。 以 下 ｢ 反 社 会 的 勢 ⼒ ｣ と い い ま す。） で は な い こ と。   

（ 2 ） 主 要 な 出 資 者 ､ 役 職 員 ま た は 実 質 的 に 経 営 に 関 与 す る 者 が 反 社 会 的 勢 ⼒ で な い こ と。   
（ 3 ） 反 社 会 的 勢 ⼒ を 利 ⽤ し な い こ と。   
（ 4 ） 反 社 会 的 勢 ⼒ に 財 産 的 利 益 ま た は 便 宜 を 供 与 し な い こ と。   
（ 5 ） 反 社 会 的 勢 ⼒ と 親 密 な 交 際 や 密 接 な 関 係 が な い こ と。   

2.   契 約 者 は、 前 項 に つ い て ⾃ ⼰ の 違 反 を 発 ⾒ し た 場 合、 直 ち に 当 社 に そ の 事 実 を 報 告 す る も の と し ま す。   
3.   当 社 は、 契 約 者 が 前 各 項 に 違 反 し た 場 合、 催 告 そ の 他 の ⼿ 続 も 要 す る こ と な く、 直 ち に 本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
  
第 21 条 （損 害 賠 償）   
1.   当 社 及 び 契 約 者 は、 相 ⼿ ⽅ に 対 し、 本 契 約 上 の 義 務 違 反 に よ り 損 害 を 与 え た 場 合、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い も の と し ま す。   
2.  本 契 約 に 基 づ く 損 害 賠 償 額 は、 別 段 の 定 め が な い 場 合、 既 に ⽀ 払っ た 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 の 3 か ⽉ 分 を 上 限 と し ま す （本 サー ビ ス の 利 ⽤ 期 間 が 3 か ⽉  
に 満 た な い 場 合 は、 3 か ⽉ 利 ⽤ し た 場 合 に 想 定 さ れ る 利 ⽤ 料 ⾦ の 相 当 額 を 上 限 額 と し ま す。）。   

3.  利 ⽤ 者 が、 本 サー ビ ス に 関 連 し て 他 の 利 ⽤ 者 そ の 他 の 第 三 者 か ら ク レー ム を 受 け ⼜ は そ れ ら の 者 と の 間 で 紛 争 を ⽣ じ た 場 合 に は、 直 ち に そ の 内 容 を  
当 社 に 通 知 す る と と も に、 利 ⽤ 者 の 費 ⽤ と 責 任 に お い て 当 該 ク レー ム ⼜ は 紛 争 を 処 理 し、 当 社 か ら の 要 請 に 基 づ き、 そ の 経 過 及 び 結 果 を 当 社 に 報 
告 す る も の と し ま す。   

  
第 22 条 （本 サー ビ ス の 終 了）   
1. 当 社 は、 本 サー ビ ス の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 終 了 す る 場 合、 当 社 の WEB サ イ ト に 掲 載 ⼜ は 電 ⼦ メー ル そ の 他 の 合 理 的 な ⼿ 段 で 契 約 者 に 周 知 ⼜ は 通 知 す る も 
の と し ま す   

2.  当 社 は、 前 項 の ⼿ 続 き を 経 て 本 サー ビ ス の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 終 了 し た 場 合、 契 約 者 に 対 し、 本 サー ビ ス の 終 了 に 起 因 し て ⽣ じ た 損 害、 損 失、 そ の 他 費  
⽤ に つ い て、 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

  
第 23 条 （相 殺 の 禁 ⽌）   
契 約 者 は、 本 規 約 に 基 づ き 当 社 に 対 し て 負 担 す る 債 務 を、 当 社 が 契 約 者 に 対 し て 負 担 す る 債 務 を もっ て 相 殺 す る こ と は で き な い も の と し ま す。   
  
第 24 条 （権 利 の 帰 属）   
1.   本 サー ビ ス の 知 的 財 産 権 は す べ て 当 社 ⼜ は 当 社 に ラ イ セ ン ス を 許 諾 し て い る 者 に 帰 属 し て お り、 本 契 約 に 基 づ く 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 許 諾 は、 本 サー ビ 
ス に 関 す る 当 社 ⼜ は 当 社 に ラ イ セ ン ス を 許 諾 し て い る 者 の 知 的 財 産 権 の 使 ⽤ 許 諾 を 意 味 し な い も の と し ま す。   

2.   本 サー ビ ス に よ り 作 成 さ れ た 動 画 等 の 成 果 物 の 知 的 財 産 権 は、 契 約 者 に 帰 属 す る も の と し ま す。   
  
第 25 条 （表 明 保 障）   
契 約 者 は、 以 下 の 各 号 を 表 明 し 保 証 す る も の と し ま す。  
（１） 本 サー ビ ス の 申 込 み に あ た り 記 載 し た、 お 客 様 情 報 が 完 全 か つ 正 確 で あ る こ と   
（２） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に あ た り、 第 三 者 の い か な る 権 利 も 侵 害 し な い こ と   
（３） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に あ た り、 法 令 の 違 反 若 し く は 不 正 な ⽬ 的、 意 図 を もっ て い な い こ と   
（４） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に あ た り、 本 規 約 に 反 し な い こ と   
  
第 26 条 （免 責）   
1.   当 社 は、 本 サー ビ ス の 内 容 （シ ス テ ム 等 の 本 サー ビ ス を 提 供 す る た め の 環 境 を 含 み ま す。） 及 び 本 サー ビ ス に よ る 契 約 者 の ⽬ 的 達 成 に つ い て、 そ の   
完 全 性、 正 確 性、 有 ⽤ 性 及 び 適 法 性 を 保 証 し な い も の と し ま す。   

2.   当 社 は、 本 サー ビ ス が、 契 約 者 の 売 上 向 上、 経 費 削 減、 組 織 ⼒ 強 化、 そ の 他 特 定 の ⽬ 的 へ の 適 合 を 保 証 し な い も の と し ま す。   
3.   本 サー ビ ス に 関 連 し て 利 ⽤ 者 と 他 の 利 ⽤ 者 ⼜ は 第 三 者 と の 間 に お い て ⽣ じ た 取 引、 連 絡、 紛 争 等 に つ い て は、 利 ⽤ 者 が ⾃ ⼰ の 責 任 に よっ て 解 決 す る 
も の と し、 当 社 に 故 意 ⼜ は 重 過 失 が あ る 場 合 を 除 き、 当 社 は ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

  
第 27 条 （動 作 環 境 と 注 意 事 項）   
契 約 者 は、 当 社 が 規 定 す る 動 作 環 境 で 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る も の と し ま す。 た だ し、 当 社 が 規 定 す る 動 作 環 境 を 充 た し て い て も、 設 定、 周 辺 機 器、 
ネッ ト ワー ク 環 境 そ の 他 の 利 ⽤ 条 件 に よ り 利 ⽤ す る こ と が で き な い こ と が あ る こ と を 予 め 了 承 す る も の と し ま す。   
  
第 28 条 （公 開）   
当 社 は、 契 約 者 か ら の 特 段 の 申 出 が な い 場 合、 契 約 者 の 商 号 及 び ロ ゴ を 本 サー ビ ス 導 ⼊ 企 業 と し て 公 開 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
  
第 29 条 （分 離 可 能 性）   
本 規 約 の い ず れ か の 条 項 ⼜ は そ の ⼀ 部 が、 法 令 等 に よ り 無 効 ⼜ は 執 ⾏ 不 能 と 判 断 さ れ た 場 合 で あっ て も、 本 規 約 の 残 り の 規 定 及 び ⼀ 部 が 無 効 ⼜ は 執 ⾏ 
不 能 と 判 断 さ れ た 規 定 の 残 り の 部 分 は、 継 続 し て 完 全 に 効 ⼒ を 有 す る も の と し ま す。   
  
第 30 条 （本 規 約 の 公 表 及 び 変 更）   
1.   当 社 は、 当 社 の WEB サ イ ト そ の 他 当 社 が 定 め る ⽅ 法 に よ り、 本 規 約 を 公 表 し ま す。   
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2. 当 社 は 以 下 の 場 合 に、 当 社 の 裁 量 に よ り、 本 規 約 を 変 更 す る こ と が で き ま す。   
（１） 本 規 約 の 変 更 が、 契 約 者 の ⼀ 般 の 利 益 に 適 合 す る と き。   
（２） 本 規 約 の 変 更 が、 契 約 を し た ⽬ 的 に 反 せ ず、 か つ、 変 更 の 必 要 性、 変 更 後 の 内 容 の 相 当 性、 変 更 の 内 容 そ の 他 の 変 更 に 係 わ る 事 情 に 照 ら し て 合 
    理 的 な も の で あ る と き。   

3.   当 社 は 前 項 に よ る 本 規 約 の 変 更 に あ た り、 変 更 後 の 本 規 約 の 効 ⼒ 発 ⽣ ⽇ の １ヶ ⽉ 前 ま で に、 本 規 約 を 変 更 す る 旨 及 び 変 更 後 の 本 規 約 の 内 容 と そ の 効 
⼒ 発 ⽣ ⽇ を 当 社 WEB サ イ ト に 掲 ⽰、 ま た は 契 約 者 に 電 ⼦ メー ル の 送 信、 Ｓ Ｍ Ｓ の 送 信 を す る ⽅ 法 に よ り 通 知 し ま す。   

4.   変 更 後 の 本 規 約 の 効 ⼒ 発 ⽣ ⽇ 以 降 に 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た と き は、 契 約 者 は、 本 規 約 の 変 更 に 同 意 し た も の と み な し ま す。   
  
第 31 条 （準 拠 法 及 び 合 意 管 轄）   
1.   本 規 約 は、 ⽇ 本 国 法 に 準 拠 し、 解 釈 さ れ る も の と し ま す。   
2. 本 利 ⽤ 者 と 当 社 と の 間 に お け る 紛 争 に つ い て は、 東 京 地 ⽅ 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す。   

  
  
【制 定    2021 年 10 ⽉ 05 ⽇ 】   
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別 紙   
料 ⾦ 表 に つ い て   ※ 第 11 条 関 連   

  
※   す べ て 税 込 記 載 と な り ま す。   
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プ ラ ン 名   ⽉ 額 料 ⾦   契 約 期 間   違 約 ⾦   ⾃ 動 更 新   

テ レ ビ メ ニュー サ イ ネー ジ シ ス テ ム （⽉ 額 利 ⽤ 料 の み）   5,478 円   1 年   21,780 円   1 年 ご と の ⾃ 動 更 新   

テ レ ビ メ ニュー サ イ ネー ジ シ ス テ ム （ STB 込 み）   7,018 円   1 年   21,780 円   1 年 ご と の ⾃ 動 更 新   


